
〔別紙参考様式①〕 

 

 

届 出 理 由 書 

 ～ 年 １０月 １日 

 

 経 済 産 業 大 臣  殿 

 

 

                        住 所 東京都千代田区１－１－１  

                        会社名 株式会社経済産業 

                        役職・代表者氏名  

代表取締役社長 経済タロウ  

 

 当社は、・・・・・、・・・・・等の貨物の輸出（入）を行っており、ＮＡＣ

ＣＳ外為法関連業務を利用して輸出貿易管理令別表第１（、別表第２、輸入貿易

管理令、外国為替令）に掲げる貨物の輸出許可（、輸出承認、輸入承認）（役務

取引許可）申請を行いたいため、申請者届出をいたします。 

 なお、当社の輸出（入）許可（承認）申請実績については、○○年度（～△△

年度）で××件となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①  具体的な取引する貨物や技術の名

前を記載のこと  

安保貨物  例：工作機械  

非安保貨物例：アルドリン  

ﾜｼﾝﾄﾝ貨物  例：象牙  

農水産貨物例：たら  

役務取引例：工作機械のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの提供   

②  いずれか記載  

・貨物の輸出  

・貨物の輸出及び役務の取引  

・貨物の輸入  

・役務の取引  

④    

③    

②    

③いずれか記載  

・輸出貿易管理令別表第１に掲げる貨物の輸出許可申請  

・輸出貿易管理令別表第１に掲げる貨物の輸出許可、外

国為替令に掲げる役務取引許可申請  

・輸出貿易管理令別表第２に掲げる貨物の輸出承認申請  

・輸入貿易管理令に掲げる貨物の輸入承認申請  

・外国為替令に掲げる役務取引許可申請  

 

④いずれか記載  

・当社の輸出許可申請実績  

・当社の輸出許可及び役務取引許可申請実蹟  

・当社の輸出承認申請実績  

・当社の輸入承認申請実績  

・当社の役務取引許可申請実蹟  

①    

⑤    

⑤実績が有りの場合と実蹟が無い場合で記載ぶりは変わります。どちらか記載のこと。  

（実蹟有りの場合）  例：令和 2 年度で１０件  

          例：令和 2 年度～令和 4 年度で 10 件   

（実蹟無しの場合）  例：なお、当社の輸出許可申請実蹟はありません。  

このたび規制貨物を輸出するビジネスを開始することになりました。  

★★注意★★  

申請する貨物が、外為法のどの項番に当てはまるものかわからないという場合は、こち

らの HP で内容を確認した上で理由書を作成してください。  

https://www.meti.go.jp/main/boueki_kanren.html 



★★申請者に変わって代理で申請する場合★★ 

〔別紙参考様式①〕 

 

届 出 理 由 書 

～ 年 １０月 １日 

 経 済 産 業 大 臣  殿 

 

 

                        住 所 東京都千代田区１－１－１  

                        会社名 株式会社経済産業 

                        役職・代表者氏名  

代表取締役社長 経済タロウ  

 

 当社は、・・・・・、・・・・・等の貨物の輸出（入）を行っており、ＮＡＣ

ＣＳ外為法関連業務を利用して依頼主に代わって輸出貿易管理令別表第１（、別

表第２、輸入貿易管理令、外国為替令）に掲げる貨物の輸出許可（、輸出承認、

輸入承認）（役務取引許可）申請を行いたいため、申請者届出をいたします。 

 なお、当社の輸出（入）許可（承認）申請実績については、○○年度（～△△

年度）で××件となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥  具体的な取引する貨物や技術の名

前を記載のこと  

安保貨物  例：工作機械  

非安保貨物例：アルドリン  

ﾜｼﾝﾄﾝ貨物  例：象牙  

農水産貨物例：たら  

役務取引例：工作機械のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの提供   

⑦  いずれか記載  

・貨物の輸出  

・貨物の輸出及び役務の取引  

・貨物の輸入  

・役務の取引  

⑦    ⑥    

⑨    

⑧いずれか記載  

・輸出貿易管理令別表第１に掲げる貨物の輸出許可申請  

・輸出貿易管理令別表第１に掲げる貨物の輸出許可、外

国為替令に掲げる役務取引許可申請  

・輸出貿易管理令別表第２に掲げる貨物の輸出承認申請  

・輸入貿易管理令に掲げる貨物の輸入承認申請  

・外国為替令に掲げる役務取引許可申請  

 

⑨いずれか記載  

・当社の輸出許可申請実績  

・当社の輸出許可及び役務取引許可申請実蹟  

・当社の輸出承認申請実績  

・当社の輸入承認申請実績  

・当社の役務取引許可申請実蹟  

⑧    

⑩    

⑩実績が有りの場合と実蹟が無い場合で記載ぶりは変わります。どちらか記載のこと。  

（実蹟有りの場合）  例：令和 2 年度で１０件  

          例：令和 2 年度～令和 4 年度で 10 件   

（実蹟無しの場合）  例：なお、当社の輸出許可申請実蹟はありません。  

このたび規制貨物を輸出するビジネスを開始することになりました。  

★★注意★★  

申請する貨物が、外為法のどの項番に当てはまるものかわからないという場合は、こちらの HP

で内容を確認した上で理由書を作成してください。  

https://www.meti.go.jp/main/boueki_kanren.html 


